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ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種に係る周知について（依頼） 

このことについて、国からは、ＨＰＶワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃し

た方に対し、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種（以下「キャッチアップ接種」という。）

の機会が提供されているところです。 

このキャッチアップ接種の実施期間は、令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３年

間とされており、期間内に接種を完了するためには、令和６年９月までに第１回目の接種を受

ける必要があることから、キャッチアップ接種の対象者である平成９年度から平成19年度生ま

れの学生や保護者への周知・広報について協力をお願いします。 

 

 

担 当：医療政策室 感染症担当 小野寺 

T e l：019-629-5417（直通） 

F a x：019-626-0837 

E-mail：onodera-ryuta@pref.iwate.jp 


